
項目 現行 改訂内容素案（赤字下線部）

1 Ⅱ 希少鳥獣の保護に関する事項

2 第一　希少鳥獣の保護

3

　希少鳥獣については、国際的又は全国的に保護を図る必要がある鳥獣であるため、希

少鳥獣に関する施策は、基本的には保護を図るための施策である。

　希少鳥獣の保護を適切に実施するためには、科学的な知見に基づき計画的に実施する

必要がある。例えば、限られた地域に生息数の大多数が集中しており、感染症等による

絶滅の危険性が高いことから、新たな生息地を整備していく必要がある種等がある。

　一方、近年、希少鳥獣の中には、局地的に生息数が増加若しくは生息地の範囲が拡大

し、農林水産業等被害が深刻なことから、特定の地域において計画的な管理をすること

が必要な鳥獣の存在が顕在化している。

　このような希少鳥獣については、国が生息状況や被害状況を勘案し、希少鳥獣の保護

又は管理のための計画を作成し、これに基づき措置を講ずるものとする。

4 第二　希少鳥獣保護計画及び特定希少鳥獣管理計画の作成に関する事項

5 １　計画の対象とする鳥獣

6 （１）希少鳥獣保護計画の対象とする鳥獣

7

　計画の対象とする鳥獣は、希少鳥獣のうち、生息地の集中や生息環境の悪化・分断等

により種又は地域個体群としての絶滅のおそれが生じている鳥獣であって、生物多様性

の確保等を図る観点から当該鳥獣の生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息

地を適正な範囲に拡大させる、又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持し、

当該鳥獣の保護を図る必要があると認められるものとする。

8 （２）特定希少鳥獣管理計画の対象とする鳥獣

9

　計画の対象とする鳥獣は、希少鳥獣のうち、局地的に生息数が著しく増加又は生息地

の範囲が拡大して、農林水産業や生態系等に深刻な被害を及ぼしている鳥獣であって、

生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、特

定の地域個体群について、計画的な管理を図る必要があると認められるものとする。
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10 ２　計画の計画期間

11

　計画期間は、生息動向等の変化に機動的に対応できるよう、原則として３～５年間程

度とするものとする。

12 4 ３　計画の対象地域

13

　計画の対象地域は、対象とする希少鳥獣の保護又は管理に必要な地域を包含するよう

適切に設定するものとする。

14 5 ４　保護又は管理の目標

15

　希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲等を保護又は管理の目標とし

て定めるものとし、設定に当たっては、科学的な知見及び各地の実施事例に基づき、あ

らかじめ生息動向、生息環境、被害状況、捕獲状況等について必要な調査を行うものと

する。

16

　目標の設定にあたっては、特定計画と同様に、適切な情報公開及びモニタリングの実

施やその結果の保護事業又は管理事業への反映によるフィードバックシステムの下、科

学的な不確実性の補完及び専門家や地域の幅広い関係者の合意形成を図りつつ進めるも

のとする。また、設定された目標については、保護事業又は管理事業の実施状況やモニ

タリング調査の結果を踏まえて、順応的に見直しを行うものとする。

17
　具体的には、下記のとおり設定するものとする。

18 （１）希少鳥獣保護計画における目標

19

　生息数、生息地の範囲等の中から、必要な事項を選択して設定するものとする。

　また、生息地の保護及び整備についても、地域の農林業等に関する計画等との連携を

通じて、適切な目標を設定するよう努めるものとする。

　

20 （２）特定希少鳥獣管理計画における目標

21

　生息数、生息地の範囲等の中から、必要な事項を選択して設定するものとする。

　また、被害防除対策についても、地域の農林業等に関する計画等との連携を通じて、

適切な目標を設定するよう努めるものとする。
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22 6 ５　保護事業又は管理事業

23 （１）希少鳥獣保護計画に基づく保護事業

24

　計画の目標を達成するため、都道府県や市町村と連携し、計画的に保護事業を実施す

る。保護事業を実施するために必要な事項として、以下の事項を記載するものとする。

25 ア　希少鳥獣の管理に関する事項

26

　保護の目標を踏まえて、希少鳥獣の保護を図るために必要な捕獲や、新しい生息地の

形成等、希少鳥獣の保護を図るために必要な管理に関する事項を記載するものとする。

27 (2) イ　希少鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項

28

　関係する地域計画等と実施段階で連携し、生息環境の維持・改善を図るものとする。

　また、特に生息環境として重要な地域については、極力鳥獣保護区又は休猟区に指定

し、さらに保護の強化を図るため鳥獣保護区特別保護地区の指定を検討するものとす

る。また、各種土地利用が行われるに当たっては、必要に応じて採餌・繁殖条件に及ぼ

す影響を軽減するための配慮を求めるものとする。

　さらに、新たな生息地の形成を行う場合においては、生息地の予定地を適切な状態に

するための方法及び内容を記載するものとする。

29 （２）特定希少鳥獣管理計画に基づく管理事業

30

　計画の目標を達成するため、都道府県や市町村と連携し、地域個体群の生息状況、鳥

獣による農林水産業等への被害を受けている市町村や地域社会等の意見等も踏まえ計画

的に管理事業を実施するものとする。管理事業を実施するために必要な事項として、以

下の事項を記載するものとする。

31 ア　特定希少鳥獣の個体群管理に関する事項

32

　管理の目標を踏まえて、適切な捕獲等の推進による個体群管理や、必要な捕獲等の方

法及び内容等に関する事項を記載するものとする。
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35 イ　被害防除対策に関する事項

36

　被害防除対策は、被害の未然防止を図るための基本的な手段であり、また、管理の効

果を十分なものとするうえで不可欠な手段であることから、これらの施策と連携を図り

つつ実施するものとする。具体的な内容としては、防護柵や防鳥網等による予防、忌避

剤や威嚇音等による追い払い、生ごみや未収穫作物の適切な管理、耕作放棄地の解消等

による鳥獣の誘引防止等を、対象地域や鳥獣の特性を考慮しつつ、地域の関係機関・部

局や関係者の協力を得て実施するものとする。

　なお、侵入防護柵等の設置については、地域が一体となって、現地の状況に応じて、

構造の改良や組合せ等により効果的な実施に努めるとともに、維持管理の徹底を図る。

37 ６　計画の記載項目

38 （１）希少鳥獣保護計画の記載項目

39

　希少鳥獣保護計画に記載する項目は、基本的には次のとおりとする。

１　計画策定の目的及び背景

２　対象とする鳥獣の種類

３　計画期間

４　希少鳥獣の保護が行われるべき区域

５　希少鳥獣の保護の目標

　　（１）現状

　　（２）目標

６　希少鳥獣の管理に関する事項

７　希少鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項

８　その他希少鳥獣の保護のために必要な事項

　　人工増殖、放鳥獣等の方法及び内容、モニタリング等の調査研究、計画の実施体制

等について必要な事項を定めるよう努める。
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40 （２）特定希少鳥獣管理計画の記載項目

41

　特定希少鳥獣管理計画に記載する項目は、基本的には次のとおりとする。

１　計画策定の目的及び背景

２　対象とする鳥獣の種類

３　計画期間

４　特定希少鳥獣の管理が行われるべき区域

５　特定希少鳥獣の管理の目標

　　（１）現状

　　（２）目標

６　特定希少鳥獣の管理に関する事項

７　特定希少鳥獣の被害防除対策に関する事項

８　その他特定希少鳥獣の管理のために必要な事項

　　モニタリング等の調査研究、計画の実施体制等について必要な事項を定めるよう努

める。

42 ７　計画の作成及び実行手続

43

　適切な情報公開の下に、以下の関係者等と合意形成を図りつつ、科学的知見に基づい

た適正な目標及び保護事業及び管理事業の設定を行うため、次の手順で計画を作成し実

行するものとする。

44 （１）関係地方公共団体との協議

45

　希少鳥獣の保護又は管理について、関係行政機関と連携して実施するため、計画案に

ついては、法第７条の３第５項に基づき計画の対象とする希少鳥獣が分布する都道府県

及び市町村と協議するものとする。

46 （２）利害関係人の意見の聴取

47

　　法第７条の３第５項に規定する利害関係人の意見聴取については、計画の内容や地

域の事情に応じ、関係行政機関、農林水産業団体、自然保護団体、狩猟者団体等の機関

又は団体が利害関係人として選定されるよう留意し、公聴会の開催その他の方法により

行うものとする。また、対象地域での希少鳥獣による農林水産業等への被害状況の把握

のみならず被害を受けている地域社会の意見の聴取にも努めるものとする。
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48 （３）計画の決定及び公表・報告

49

　計画が決定された後は、速やかに公表するとともに、関係地方公共団体に通知するも

のとする。

50 （４）モニタリング

51

　対象鳥獣の生息動向（個体数、生息密度、分布域、性別構成、齢構成、食性、栄養状

態等）、生息環境、被害等の程度等についてモニタリングし、計画の進捗状況を点検す

るものとする。また、モニタリング結果の概要については、公表するものとする。

　なお、既存の調査結果等の活用や、都道府県等との連携等、モニタリングの実施に係

る効率化に努めることとする。

52 9 8　計画の見直し

53

　計画が終期を迎えたとき等においては、モニタリングや既存の調査結果等から、計画

の目標の達成度や保護事業又は管理事業の効果・妥当性について評価し、その結果を踏

まえ、計画の継続の必要性を検討し、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。

　なお、計画の評価結果については、その概要を公表するものとする。
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